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小平市は平成 30(2018)年３月に「小平市子ども・若者計画」を策定し、こども・若者の健やかな成長と自立

を支援するために様々な取組を推進してきました。 

しかし、近年ではこども・若者を取り巻く環境は大きく変化しており、孤独・孤立や虐待、不登校、引きこ

もりなどの問題が社会全体の課題として指摘されるようになり、さらに、共働き世帯の増加や地域のつながり

の希薄化を背景に、子育て家庭の負担感や不安が増しています。 

これを受け、令和５（2023）年４月に「こども家庭庁」が発足し、同時に「こども基本法」施行され、すべ

てのこどもが、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等

にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指す

とされました。 

このような状況を踏まえ、市では計画期間の終了前ではありますが「小平市子ども・若者計画」を前倒しで

見直すとともに、新たに「こだいらこども・若者みらいプラン」を策定します。すべてのこども・若者が幸福

な生活を送れる「こどもまんなか社会」の実現を目指します。 

 

 

本計画は、こども基本法第 10条第２項を策定根拠とし、小平市のこども施策を推進する総合的な計画とし

て、子ども・若者育成支援推進法第９条第２項に規定する市町村子ども・若者計画、こどもの貧困の解消に向

けた対策の推進に関する法律第 10条第２項に規定する市町村計画を包含します。 

また、計画の策定にあたっては、小平市第四次長期総合計画や、関連する個別計画等と整合性を図ります。 

■計画の関連図 

 

  

こだいらこども・若者みらいプラン（素案） 
〔概要版〕 

 計画策定の趣旨 

 計画の位置づけ 

資 料 ３ 
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本計画の期間は、令和８（2026）年度から令和 16（2034）年度までの９年間とします。 

第三期小平市子ども・子育て支援事業計画（令和７（2025）年度から令和 11（2029）年度まで）の期間の終

了に併せて中間見直しを実施し、第四期小平市子ども・子育て支援事業計画（令和 12（2030）年度から令和 16

（2034）年度まで）の期間終了に伴い、次期こだいらこども・若者みらいプラン策定時には２つの計画を統合

します。 

■計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の対象は、市内のすべてのこども・若者とその家族、地域住民、事業者とします。 

こども・若者の範囲は、０歳からおおむね 30 歳未満までとしますが、取組の内容や施策によっては妊産婦や

40 歳未満までのポスト青年期の者も対象とします。 

また、こども基本法では、「こども」について、心身の発達の過程にある者と定義していますが、本計画にお

けるこども・若者の年齢区分については以下のとおりとします。 

こども：０歳から 18 歳未満までの者   若者：12 歳から 30 歳未満までの者 

※こどもと若者は年齢で区切られるものではなく、重なり合う部分があります。 

■本計画の対象年齢 

 

 

  

  

 計画の期間 

 計画の対象 
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基本理念 基本目標 施策の方向 施策の展開 

こ
ど
も
・
若
者
一
人
ひ
と
り
が 

自
分
ら
し
く
幸
せ
な
未
来
を
え
が
け
る
ま
ち 

こ
だ
い
ら 

基本目標１ 

（こども・若者） 

すべてのこども・若者

の健やかな成長と 

自立を支える 

１－１ こども・若者が

権利の主体であることの

共有と定着 

①こどもの権利に関する理解・啓発 

②こどもの意見表明・参加の仕組みづくり 

１－２ 困りごとに 

応じた支援 

①経済的困難を抱える家庭への支援 

②ひとり親家庭への支援 

③虐待防止の推進・ヤングケアラーへの支援 

④障がいのあるこども・若者や発達に支援が 

必要なこども・若者への支援 

⑤自殺防止の充実 

⑥いじめ・不登校・ひきこもり対策の充実 

⑦外国につながりのあるこども・若者への支援 

⑧こども・若者に寄り添う相談体制の整備 

１－３ こども・若者の

自立に向けた支援 

①社会で生きる力を育む機会の充実 

②体験や交流ができる機会の創出 

③将来への準備と意識づけ 

基本目標２ 

（家庭） 

ライフステージに 

応じて切れ目なく 

支援する 

２－１ ライフステージ

に横断した取組 

①総合的な子育て支援情報の充実 

②子育て家庭への経済的負担の軽減 

③食や健康への関心を高める意識啓発 

④家庭における子育ち・親育ちを応援 

２－２ こども誕生前～

幼児期の取組 

①産前・産後期の支援体制の充実 

②幼児教育・保育等の充実 

③幼児教育・保育と小学校教育との円滑な接続 

２－３ 学童期～思春期

の取組 

①相談・支援体制の整備 

②成長を支える学びの充実 

③就学児童・生徒を育てる家庭への経済的支援 

２－４ 青年期の取組 

①若者と地域との連携の推進 

②若者支援情報の充実 

③居住・就労などの生活支援 

基本目標３ 

（地域） 

地域で安心して 

子育てができる環境 

を整える 

３－１ こどもと地域の

連携体制の強化 

①地域人材等との連携の推進 

②地域とつながり、育ち、育てる事業の推進 

③こどもの多様な居場所づくり 

④こども・若者を温かく見守る地域づくり 

３－２ 安全・安心な 

環境の整備 

①被害・非行防止や有害情報への対応 

②地域安全活動の推進 

③男女共同参画社会の推進 

  

 計画の体系 
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■重点事業 

基本目標１ （こども・若者）すべてのこども・若者の健やかな成長と自立を支える 

① No.1 （仮称）小平市こども条例の制定    ④ No.26 児童虐待防止啓発 

② No.2 こどもの権利の周知・啓発       ⑤ No.30 ヤングケアラー支援 

③ No.5 各種事業での意見聴取 

基本目標２ （家庭）ライフステージに応じて切れ目なく支援する 

⑥ No.74  子育てガイドの発行       ⑨ No.96  保健指導活動（訪問・電話等） 

➆ No.75  こどもＤＸの推進        ⑩ No.108  幼保小連携 

⑧ No.93  乳幼児健康診査         ⑪ No.122 若者応援ガイドブックの発行 

基本目標３ （地域）地域で安心して子育てができる環境を整える 

⑫ No.149 児童館 

⑬ No.151 地域子育て支援拠点事業（こども広場事業）・利用者支援事業（子育てコンシェルジュ） 

⑭ No.152 こどもの居場所創設事業 
 

■数値目標 

指 標 現 状 値 
目 標 値 

（令和 17年度末） 

基本目標１ （こども・若者）すべてのこども・若者の健やかな成長と自立を支える 

① 「自分のことが好き」と思うこども・若者の割合※１ 

小５：65.2％ 

中２：58.0％ 

高校生：63.1％ 

学生一般：66.7％ 
（令和 6 年度） 

80％ 

② 
「自分の考えを市の制度や取組に伝えることが 

できる」と思うこども・若者の割合※１ 

小５：62.0％ 

中２：50.5％ 

高校生：16.4％ 

学生一般：13.9％ 
（令和 6 年度） 

80％ 

③ 子ども家庭支援センターの利用者満足度※３ 
98％ 

（令和 6 年度） 
100％ 

基本目標２ （家庭）ライフステージに応じて切れ目なく支援する 

④ こだっこアプリのこども 1 人あたりアクセス数※２ 
64.8 件/年 

（令和 6 年度） 
70 件/年 

⑤ 乳幼児健康診査の受診率 

３～４か月児：97.8％ 

1 歳６か月児：98.9％ 

３歳児：99.6％ 
（令和 6 年度末） 

100％ 

基本目標３ （地域）地域で安心して子育てができる環境を整える 

⑥ 

児童館の満足度 

・保護者：「満足」「やや満足」の割合 

・こども：「児童館はおもしろいですか？」に対し 

「おもしろい」「すこしおもしろい」の割合※３ 

保護者：97.7% 
（令和 6 年度） 

100％ 
こども：87.6% 

（令和 6 年度） 

➆ 

こども広場の満足度 

・保護者：「満足」「やや満足」の割合 

・こども：「こども広場はおもしろいですか？」に対し 

「おもしろい」「すこしおもしろい」の割合※３ 

保護者：93.7% 
（令和 6 年度） 

100％ 
こども：90.8% 

（令和 6 年度） 

※１：小平市こども・若者の意識・実態調査（令和６年度） 

※２：事業実績                     ※３：利用者アンケート 

 重点事業と数値目標 


